
工事第４１号 木内々小学校 小荷物専用昇降機リニューアル工事 仕様書 

 

１ 適用範囲 

  本仕様書は、おいらせ町（以下「町」という。）が行う木内々小学校 小荷物専

用昇降機リニューアル工事（以下「工事」という。）に適用するものである。 

  本工事は、関係法令等に準拠するほか、本仕様書により施工するものとする。 

 

２ 施工場所 

おいらせ町  染屋  地内 （ おいらせ町立木内々小学校 ） 

 

３ 工期 

契約締結の翌日から令和９年３月３１日まで 

 

工期に関わらず、工事は、給食がなく昇降機を使用しない夏季休暇期間に行う

ことを見込んでいるが、資材や人員の確保が難しい場合は、別途相談のうえ、冬

季、春季の長期休暇期間も検討する。 

夏季休暇 令和８年７月２１日～８月２１日 

冬季休暇 令和８年１２月２４日～令和９年１月１４日 

春季休暇 令和９年３月２６日（終業式 給食なし）～３月３１日 

 

４ 内容 

   木内々小学校小荷物専用昇降機  

（ナショナルエレベーター工業社製 型式番号なし 昭和 57年 3月型  

ロープ式 200kg 1～3階） 

    

リニューアル工事内容 

    制御盤一式、巻上機、操作盤、ワイヤーロープの交換を主とした更新工事。

劣化が認められる周辺部材（インターホン、スイッチ類）も併せて更新する。 

    かご、ドア、ドア周辺部は現状のままとし、摩耗の少ない部材（ドアロック、 

巻上機そらせ車など）も更新しないで引き続き使用する。  

 

５ 一般事項 

 （１）本仕様書に記載のない事項であっても正常に機能し、かつ安全に施工しなけ

ればならない。 

 （２）請負者は、監督職員の指示にしたがい、安全かつ誠実に作業を行い、労働災

害防止に万全を期すること。 

 （３）請負者は、本工事内容及び技術面において十分熟知した技術者及び技術員を

充てること。 



 （４）本工事施工において、不良箇所等が発見された場合には、速やかに監督職員

と協議の上、措置を講ずること。本仕様書で定めのない部材や設計にない部材

であっても、軽微な損傷、劣化を認めた場合は、可能な限り契約額の範囲内で

対応すること。 

 

６ 工程及び安全管理 

（１）学校の行事を考慮し工事を行うこと。また、工事を行う時期・時間は事前に

発注者及び学校関係者と協議を行い了解を得ること。 

（２）工事箇所及び資材搬入等は児童・学校関係者の安全確保を最優先すること。 

 

７ 学校への損害 

  本工事施工にあたり、校舎及び敷地内工作物等に損害を与えた場合には、監督職

員の指示に従い請負者の責任において速やかに復旧すること。 

 

８ 後片付け 

   施工箇所の作業が終了した時は、材料の端材等を残さないよう後片付け及び清

掃を行うこと。 

 

９ 提出書類 

（１）工事開始前に「着手届」「工事主任担当者届」を提出すること。 

（２）工事完了後は「完了届」、「工事報告書（作業状況写真添付）」を提出す

ること。 

（３）工事の結果または改善の必要性があると判断した場合は、書面により提出

すること。 

 

10 その他 

 （１）各種法令を順守の上で作業を実施すること。 

（２）本仕様書で定めのない事項や疑義がある場合は、発注者と請負者で協議のう

え決定する。 

 


